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　　　考
こう

生活保護を受給されている世帯のお子さんが、小学校（義務教育学校の前期課程及
び特別支援学校小学部含む。）への入学準備に必要な費用（学童（学生）服、カバン、
靴等の購入費）を支給します。

生活保護を受給されている世帯のお子さんで、来年度小学校（義務教育学校の前期
課程及び特別支援学校小学部含む。）に入学される方

○生活保護法の「生活扶助（一時扶助）」

【参考】入学準備金以外に、生活保護法の「教育扶助」（Ｐ.21）として下の表の経費
が支給されます。

くわしくは、お住まいの地域の福祉事務所（P.4）にお問い合わせください。

特別支援学校に入学され、就学奨励費（P.24）の支給を受けられる方については、
区分により、支給額が調整される場合があります。

○府  ○市

 区　分 内　　　　容 支給額

 
入学準備金 入学時の学童服、ランドセル、カバン、靴等

 
40,600円以内

 

 区　分 内　　　　容 基準額

 

 
基準額

  
月額2,210円

 学級費等 学級費、児童会費、PTA会費等 月額670円以内

  正規の教材として学校長又は教育委員会が指定する
 教材代 もの（副読本的図書、ワークブック、和洋辞典）の 実費支給
  購入費

 学校給食費 保護者が負担する学校給食費 実費支給

 校外活動参加費 宿泊費、施設利用料、交通費等 実費支給

 通学交通費 通学に必要な最小限度の額 実費支給

 
学習支援費

 学習参考書（教材代に含まれるものを除く。）購入費、 
月額2,630円

  課外クラブ活動費等

【学用品費】鉛筆、ノート、
消しゴム、定規、書道道具、
ハーモニカ、笛、裁縫道具、
体育用靴等の購入費

【その他の教育費】校外活
動費、通学用靴、上履き、
帽子等の通学用品等の購
入費

福祉・援護課 4558

第
２
編
小し

う

学が

校こ
う

入に

う

学が
く

準じ

ん

備び

の
た
め
に

─ 17 ─

小学校入学準備のために

母
ぼ

子
し

父
ふ

子
し

寡
か

婦
ふ

福
ふく

祉
し

資
し

金
きん

貸
かし

付
つけ

金
きん

「就
しゅう

学
がく

支
し

度
たく

資
し

金
きん

」 【無
む

利
り

子
し

貸
かし

付
つけ

】

内
ない

　　　容
よう

対
たい

　象
しょう

　者
しゃ

貸
かし

　付
つけ

　額
がく

申
しん

請
せい

時
じ

期
き

貸
かし

付
つけ

時
じ

期
き

申
しん

請
せい

手
て

続
つづき

問
と

い合
あわ

せ先
さき

備
び

　　　考
こう

母子家庭や父子家庭のお子さんが、小学校（義務教育学校の前期課程及び特別支援学

校小学部含む。）に入学される際に必要な衣服、靴等の購入費用をお貸しします。

京都府内（京都市を除く。）に居住されている母子家庭の母や父子家庭の父で、来年度

小学校（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校小学部含む。）に入学されるお子さ

んを扶養されている方

子ども1人につき40,600円以内

入学前

貸付決定後、借用書の提出が確認され次第、口座に振り込みます。

※申請前に必ず、お住まいの地域の府保健所（P.2）にご相談ください。

　申請書に必要事項を記入し、次の①～⑦の書類を添付して、お住まいの地域の府

保健所に提出してください。

　①　就学通知書及び必要経費が書かれた書類

　②　戸籍謄本又は戸籍記載事項証明書

　③　世帯全員の住民票

　④　印鑑登録証明書

　⑤　扶養の事実についての証明書

　⑥　所得を証明する書類

　⑦　所定の誓約書兼同意書

▶申請書は、保健所で配布しています。

くわしくは、お住まいの地域の府保健所（P.2）にお問い合わせください。

○府 

家庭支援課 4585
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　　　考
こう

母子家庭の母が、お子さんを扶養されている場合に、教育又は養育に必要な費用を

支給します。

京都府内（京都市を除く。）に居住されている母子家庭の母で、小学生（義務教育学校

の前期課程及び特別支援学校小学部含む。）を扶養されている方

※交通遺児奨学金等（P.20）を受けておられる方は、対象者となりません。

子ども1人につき　年額21,500円

（６月１日以降に申請があった時又は年度途中に支給対象者となられた場合は、月割

支給となります。）

申請書に必要事項を記入し、ひとり親家庭福祉推進員又は民生委員・児童委員の証

明を受けた後、お住まいの市町村（京都市を除く。）に提出してください。

▶申請書は、府保健所又は各市町村（京都市を除く。）で配布しています。

くわしくは、お住まいの市町村（京都市を除く。）又は地域の府保健所（P.2）にお問い

合わせください。

毎年度申請が必要です。

○府 

 　　　対象者区分 申請月 支給対象期間 支給月  （申請年度）

 申請年度の４月１日現在、 ４～５月 ４～３月 ８月末

 支給対象者である方 ６～２月 申請月の翌月～３月 10 ～３月

 申請年度の４月２日以降、 ４～５月 申請月の翌月～３月 ８月末

 支給対象者である方 ６～２月 申請月の翌月～３月 10 ～３月

家庭支援課 4585
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　　　考
こう

母子家庭の母が、お子さんを扶養されている場合に、教育又は養育に必要な費用を

支給します。

京都府内（京都市を除く。）に居住されている母子家庭の母で、小学生（義務教育学校

の前期課程及び特別支援学校小学部含む。）を扶養されている方

※交通遺児奨学金等（P.20）を受けておられる方は、対象者となりません。

子ども1人につき　年額21,500円

（６月１日以降に申請があった時又は年度途中に支給対象者となられた場合は、月割

支給となります。）

申請書に必要事項を記入し、ひとり親家庭福祉推進員又は民生委員・児童委員の証

明を受けた後、お住まいの市町村（京都市を除く。）に提出してください。

▶申請書は、府保健所又は各市町村（京都市を除く。）で配布しています。

くわしくは、お住まいの市町村（京都市を除く。）又は地域の府保健所（P.2）にお問い

合わせください。

毎年度申請が必要です。

○府 

 　　　対象者区分 申請月 支給対象期間 支給月  （申請年度）

 申請年度の４月１日現在、 ４～５月 ４～３月 ８月末

 支給対象者である方 ６～２月 申請月の翌月～３月 10 ～３月

 申請年度の４月２日以降、 ４～５月 申請月の翌月～３月 ８月末

 支給対象者である方 ６～２月 申請月の翌月～３月 10 ～３月
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　　　考
こう

母子家庭の母が、お子さんを扶養されている場合に、教育又は養育に必要な費用を

支給します。

京都府内（京都市を除く。）に居住されている母子家庭の母で、小学生（義務教育学校

の前期課程及び特別支援学校小学部含む。）を扶養されている方

※交通遺児奨学金等（P.20）を受けておられる方は、対象者となりません。

子ども1人につき　年額21,500円

（６月１日以降に申請があった時又は年度途中に支給対象者となられた場合は、月割

支給となります。）

申請書に必要事項を記入し、ひとり親家庭福祉推進員又は民生委員・児童委員の証

明を受けた後、お住まいの市町村（京都市を除く。）に提出してください。

▶申請書は、府保健所又は各市町村（京都市を除く。）で配布しています。

くわしくは、お住まいの市町村（京都市を除く。）又は地域の府保健所（P.2）にお問い

合わせください。

毎年度申請が必要です。

○府 

 　　　対象者区分 申請月 支給対象期間 支給月  （申請年度）

 申請年度の４月１日現在、 ４～５月 ４～３月 ８月末

 支給対象者である方 ６～２月 申請月の翌月～３月 10 ～３月

 申請年度の４月２日以降、 ４～５月 申請月の翌月～３月 ８月末

 支給対象者である方 ６～２月 申請月の翌月～３月 10 ～３月
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　　　考
こう

交通事故により親等を失った小学生（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校小
学部含む。）に、奨学金を支給します。

京都府内に居住し、交通事故により親等を失った小学生（義務教育学校の前期課程及
び特別支援学校小学部含む。）
※母子家庭奨学金（P.19）の給付を受けておられる場合は、対象者となりません。

子ども1人につき　年額21,500円
（６月１日以降に申請があった時又は年度途中に支給対象者となられた場合は、月割
支給となります。）

４月～５月末日
以降は随時受け付けています。（最終期限：２月末日）

申請書に必要事項を記入し、次の①～③の証明を受けた後、府広域振興局又は京都
府庁府民生活部安心・安全まちづくり推進課に提出してください。
　①　 民生委員・児童委員の証明（死亡届（写）及び交通事故証明書（写）の添付

がある場合は不要です。）
　②　学校長の証明（在学証明書の添付がある場合は不要です。）
　③　市町村長の証明
▶ 申請書は、各市町村、京都府庁府民生活部安心・安全まちづくり推進課、府広域
振興局で配布しています。

くわしくは、京都府庁府民生活部安心・安全まちづくり推進課（TEL075-414-5076）
にお問い合わせください。

毎年度申請が必要です。

○府 

 　　　対象者区分 申請月 支給対象期間 支給月  （申請年度）

 申請年度の４月１日現在、 ４～５月 ４～３月 ８月末

 支給対象者である方 ６～２月 申請月の翌月～３月 申請月の翌月末

 申請年度の４月２日以降、 ４～５月 申請月の翌月～３月 ８月末

 支給対象者である方 ６～２月 申請月の翌月～３月 申請月の翌月末
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　　　考
こう

生活保護を受給されている世帯のお子さんが、義務教育を受けるために必要な費用
（学用品・通学用品の購入費、学校給食費等）を支給します。

生活保護を受給されている世帯の小学生（義務教育学校の前期課程及び特別支援学
校小学部含む。）

○生活保護法の「教育扶助」

○生活保護法の「生活扶助（一時扶助）」

修学旅行費については、就学援助費（P.22）　　　　　　　　　　　でそれぞれ申請
修学旅行の準備にかかる費用については、修学旅行援助金（P.26）　してください。

くわしくは、お住まいの地域の福祉事務所（P.4）にお問い合わせください。

特別支援学校に在学され、就学奨励費（P.24）の支給を受けておられる方については、
区分により、支給額が調整される場合があります。

 区　分 内　　　　容 基準額

 

 
基準額

  
月額2,210円

 学級費等 学級費、児童会費、PTA会費等 月額670円以内

  正規の教材として学校長又は教育委員会が指定する
 教材代 もの（副読本的図書、ワークブック、和洋辞典）の 実費支給
  購入費

 学校給食費 保護者が負担する学校給食費 実費支給

 校外活動参加費 宿泊費、施設利用料、交通費等 実費支給

 通学交通費 通学に必要な最小限度の額 実費支給

 
学習支援費

 学習参考書（教材代に含まれるものを除く。）購入費、 
月額2,630円

  課外クラブ活動費等

【学用品費】鉛筆、ノート、
消しゴム、定規、書道道具、
ハーモニカ、笛、裁縫道具、
体育用靴等の購入費

【その他の教育費】校外活
動費、通学用靴、上履き、
帽子等の通学用品等の購
入費

福祉・援護課 4558

 区　分 内　　　　容 支給額

 被服費 第４学年進級時の学童服等 13,800円以内
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　　　考
こう

交通事故により親等を失った小学生（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校小
学部含む。）に、奨学金を支給します。

京都府内に居住し、交通事故により親等を失った小学生（義務教育学校の前期課程及
び特別支援学校小学部含む。）
※母子家庭奨学金（P.19）の給付を受けておられる場合は、対象者となりません。

子ども1人につき　年額21,500円
（６月１日以降に申請があった時又は年度途中に支給対象者となられた場合は、月割
支給となります。）

４月～５月末日
以降は随時受け付けています。（最終期限：２月末日）

申請書に必要事項を記入し、次の①～③の証明を受けた後、府広域振興局又は京都
府庁府民生活部安心・安全まちづくり推進課に提出してください。
　①　 民生委員・児童委員の証明（死亡届（写）及び交通事故証明書（写）の添付

がある場合は不要です。）
　②　学校長の証明（在学証明書の添付がある場合は不要です。）
　③　市町村長の証明
▶ 申請書は、各市町村、京都府庁府民生活部安心・安全まちづくり推進課、府広域
振興局で配布しています。

くわしくは、京都府庁府民生活部安心・安全まちづくり推進課（TEL075-414-5076）
にお問い合わせください。

毎年度申請が必要です。

○府 

 　　　対象者区分 申請月 支給対象期間 支給月  （申請年度）

 申請年度の４月１日現在、 ４～５月 ４～３月 ８月末

 支給対象者である方 ６～２月 申請月の翌月～３月 申請月の翌月末

 申請年度の４月２日以降、 ４～５月 申請月の翌月～３月 ８月末

 支給対象者である方 ６～２月 申請月の翌月～３月 申請月の翌月末
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　　　考
こう

生活保護を受給されている世帯のお子さんが、義務教育を受けるために必要な費用
（学用品・通学用品の購入費、学校給食費等）を支給します。

生活保護を受給されている世帯の小学生（義務教育学校の前期課程及び特別支援学
校小学部含む。）

○生活保護法の「教育扶助」

○生活保護法の「生活扶助（一時扶助）」

修学旅行費については、就学援助費（P.22）　　　　　　　　　　　でそれぞれ申請
修学旅行の準備にかかる費用については、修学旅行援助金（P.26）　してください。

くわしくは、お住まいの地域の福祉事務所（P.4）にお問い合わせください。

特別支援学校に在学され、就学奨励費（P.24）の支給を受けておられる方については、
区分により、支給額が調整される場合があります。

 区　分 内　　　　容 基準額

 

 
基準額

  
月額2,210円

 学級費等 学級費、児童会費、PTA会費等 月額670円以内

  正規の教材として学校長又は教育委員会が指定する
 教材代 もの（副読本的図書、ワークブック、和洋辞典）の 実費支給
  購入費

 学校給食費 保護者が負担する学校給食費 実費支給

 校外活動参加費 宿泊費、施設利用料、交通費等 実費支給

 通学交通費 通学に必要な最小限度の額 実費支給

 
学習支援費

 学習参考書（教材代に含まれるものを除く。）購入費、 
月額2,630円

  課外クラブ活動費等

【学用品費】鉛筆、ノート、
消しゴム、定規、書道道具、
ハーモニカ、笛、裁縫道具、
体育用靴等の購入費

【その他の教育費】校外活
動費、通学用靴、上履き、
帽子等の通学用品等の購
入費

福祉・援護課 4558

 区　分 内　　　　容 支給額

 被服費 第４学年進級時の学童服等 13,800円以内
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交通事故により親等を失った小学生（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校小
学部含む。）に、奨学金を支給します。

京都府内に居住し、交通事故により親等を失った小学生（義務教育学校の前期課程及
び特別支援学校小学部含む。）
※母子家庭奨学金（P.19）の給付を受けておられる場合は、対象者となりません。

子ども1人につき　年額21,500円
（６月１日以降に申請があった時又は年度途中に支給対象者となられた場合は、月割
支給となります。）

４月～５月末日
以降は随時受け付けています。（最終期限：２月末日）

申請書に必要事項を記入し、次の①～③の証明を受けた後、府広域振興局又は京都
府庁府民生活部安心・安全まちづくり推進課に提出してください。
　①　 民生委員・児童委員の証明（死亡届（写）及び交通事故証明書（写）の添付

がある場合は不要です。）
　②　学校長の証明（在学証明書の添付がある場合は不要です。）
　③　市町村長の証明
▶ 申請書は、各市町村、京都府庁府民生活部安心・安全まちづくり推進課、府広域
振興局で配布しています。

くわしくは、京都府庁府民生活部安心・安全まちづくり推進課（TEL075-414-5076）
にお問い合わせください。

毎年度申請が必要です。

○府 

 　　　対象者区分 申請月 支給対象期間 支給月  （申請年度）

 申請年度の４月１日現在、 ４～５月 ４～３月 ８月末

 支給対象者である方 ６～２月 申請月の翌月～３月 申請月の翌月末

 申請年度の４月２日以降、 ４～５月 申請月の翌月～３月 ８月末
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　　　考
こう

生活保護を受給されている世帯のお子さんが、義務教育を受けるために必要な費用
（学用品・通学用品の購入費、学校給食費等）を支給します。

生活保護を受給されている世帯の小学生（義務教育学校の前期課程及び特別支援学
校小学部含む。）

○生活保護法の「教育扶助」

○生活保護法の「生活扶助（一時扶助）」

修学旅行費については、就学援助費（P.22）　　　　　　　　　　　でそれぞれ申請
修学旅行の準備にかかる費用については、修学旅行援助金（P.26）　してください。

くわしくは、お住まいの地域の福祉事務所（P.4）にお問い合わせください。

特別支援学校に在学され、就学奨励費（P.24）の支給を受けておられる方については、
区分により、支給額が調整される場合があります。

 区　分 内　　　　容 基準額

 

 
基準額

  
月額2,210円

 学級費等 学級費、児童会費、PTA会費等 月額670円以内

  正規の教材として学校長又は教育委員会が指定する
 教材代 もの（副読本的図書、ワークブック、和洋辞典）の 実費支給
  購入費

 学校給食費 保護者が負担する学校給食費 実費支給

 校外活動参加費 宿泊費、施設利用料、交通費等 実費支給

 通学交通費 通学に必要な最小限度の額 実費支給

 
学習支援費

 学習参考書（教材代に含まれるものを除く。）購入費、 
月額2,630円

  課外クラブ活動費等

【学用品費】鉛筆、ノート、
消しゴム、定規、書道道具、
ハーモニカ、笛、裁縫道具、
体育用靴等の購入費

【その他の教育費】校外活
動費、通学用靴、上履き、
帽子等の通学用品等の購
入費

福祉・援護課 4558

 区　分 内　　　　容 支給額

 被服費 第４学年進級時の学童服等 13,800円以内
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　　　考
こう

経済的な理由によって、就学が困難な小学生の保護者に対して、学用品費等の一部

を援助します。

生活保護を受給されている世帯

生活保護を受給されていないが、経済的に困難な世帯

※支給項目、支給額は市町村により異なります。

　１　要保護者

　　　修学旅行費、医療費等

　　　（生活保護法による「教育扶助」（P.21）で給付されるもの以外のもの）

　２　準要保護者

　　　 学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費、修学旅行費、医療費、学校給

食費　等

　注：医療費・・・ 学校保健安全法に定める疾病（学校病）を治療するために、保

護者が負担する費用のみ

年度当初（年度途中の場合は随時）

申請書に必要事項を記入し、所定の書類を添付して、学校又はお住まいの地域の市

町（組合）教育委員会に提出してください。

※申請書及び添付書類は、市町村によって異なります。

くわしくは、お住まいの地域の市町（組合）教育委員会（P.3）にお問い合わせください。

毎年度申請が必要です。

○国   市町村
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　　　考
こう

小学校の特別支援学級等で学ぶために必要な費用について、家庭の経済状況（所得）
に応じて全部又は一部を補助します。

学校教育法施行令第22条の3に規程する障害の程度に該当する児童又は特別支援学級
に就学する児童
※ 生活保護法による「教育扶助」（P.21）、「就学援助費」（P.22）を受給されている
場合は、一部経費のみ対象となります。

下の支給額は、国が定めている単価（H29年度見込み）であり、支給項目及び支給
額は市町村によって異なります。
○対象となる経費及び補助限度額

※　表中の区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、保護者の方の経済状況（所得）により決まります。

市町村によって異なります。

申請書に必要事項を記入し、所定の書類を添付して在学されている学校に提出して
ください。
※申請書及び添付書類は、市町村によって異なります。

くわしくは、お住まいの地域の市町（組合）教育委員会（P.3）にお問い合わせください。

毎年度申請が必要です。

○国   市町村

区　分　※ Ⅰ・Ⅱ Ⅲ
 学校給食費 実費の1/2 －
 通学費 実費 実費の1/2
 交流及び共同学習交通費 実費 実費の1/2
 修学旅行費 10,590円 －
 宿泊を伴わない校外活動等参加費 00,785円 －
 宿泊を伴う校外活動等参加費 01,810円 －
 学用品等購入費 05,710円 －
 新入学児童学用品費等 10,235円 －
 体育実技用具費（スキー等） 13,010円 －

 拡大教材費
１ページあたり42円を限度
として算定した額の1/2
（一冊あたり限度5,250円）

－

特別支援教育課 5835
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経済的な理由によって、就学が困難な小学生の保護者に対して、学用品費等の一部

を援助します。

生活保護を受給されている世帯

生活保護を受給されていないが、経済的に困難な世帯

※支給項目、支給額は市町村により異なります。

　１　要保護者

　　　修学旅行費、医療費等

　　　（生活保護法による「教育扶助」（P.21）で給付されるもの以外のもの）

　２　準要保護者

　　　 学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費、修学旅行費、医療費、学校給

食費　等

　注：医療費・・・ 学校保健安全法に定める疾病（学校病）を治療するために、保

護者が負担する費用のみ

年度当初（年度途中の場合は随時）

申請書に必要事項を記入し、所定の書類を添付して、学校又はお住まいの地域の市

町（組合）教育委員会に提出してください。

※申請書及び添付書類は、市町村によって異なります。

くわしくは、お住まいの地域の市町（組合）教育委員会（P.3）にお問い合わせください。

毎年度申請が必要です。
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小学校の特別支援学級等で学ぶために必要な費用について、家庭の経済状況（所得）
に応じて全部又は一部を補助します。

学校教育法施行令第22条の3に規程する障害の程度に該当する児童又は特別支援学級
に就学する児童
※ 生活保護法による「教育扶助」（P.21）、「就学援助費」（P.22）を受給されている
場合は、一部経費のみ対象となります。

下の支給額は、国が定めている単価（H29年度見込み）であり、支給項目及び支給
額は市町村によって異なります。
○対象となる経費及び補助限度額

※　表中の区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、保護者の方の経済状況（所得）により決まります。

市町村によって異なります。

申請書に必要事項を記入し、所定の書類を添付して在学されている学校に提出して
ください。
※申請書及び添付書類は、市町村によって異なります。

くわしくは、お住まいの地域の市町（組合）教育委員会（P.3）にお問い合わせください。

毎年度申請が必要です。

○国   市町村

区　分　※ Ⅰ・Ⅱ Ⅲ
 学校給食費 実費の1/2 －
 通学費 実費 実費の1/2
 交流及び共同学習交通費 実費 実費の1/2
 修学旅行費 10,590円 －
 宿泊を伴わない校外活動等参加費 00,785円 －
 宿泊を伴う校外活動等参加費 01,810円 －
 学用品等購入費 05,710円 －
 新入学児童学用品費等 10,235円 －
 体育実技用具費（スキー等） 13,010円 －

 拡大教材費
１ページあたり42円を限度
として算定した額の1/2
（一冊あたり限度5,250円）

－

特別支援教育課 5835
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　　　考
こう

経済的な理由によって、就学が困難な小学生の保護者に対して、学用品費等の一部

を援助します。

生活保護を受給されている世帯

生活保護を受給されていないが、経済的に困難な世帯

※支給項目、支給額は市町村により異なります。

　１　要保護者

　　　修学旅行費、医療費等

　　　（生活保護法による「教育扶助」（P.21）で給付されるもの以外のもの）

　２　準要保護者

　　　 学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費、修学旅行費、医療費、学校給

食費　等

　注：医療費・・・ 学校保健安全法に定める疾病（学校病）を治療するために、保

護者が負担する費用のみ

年度当初（年度途中の場合は随時）

申請書に必要事項を記入し、所定の書類を添付して、学校又はお住まいの地域の市

町（組合）教育委員会に提出してください。

※申請書及び添付書類は、市町村によって異なります。

くわしくは、お住まいの地域の市町（組合）教育委員会（P.3）にお問い合わせください。

毎年度申請が必要です。

○国   市町村
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　　　考
こう

小学校の特別支援学級等で学ぶために必要な費用について、家庭の経済状況（所得）
に応じて全部又は一部を補助します。

学校教育法施行令第22条の3に規程する障害の程度に該当する児童又は特別支援学級
に就学する児童
※ 生活保護法による「教育扶助」（P.21）、「就学援助費」（P.22）を受給されている
場合は、一部経費のみ対象となります。

下の支給額は、国が定めている単価（H29年度見込み）であり、支給項目及び支給
額は市町村によって異なります。
○対象となる経費及び補助限度額

※　表中の区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、保護者の方の経済状況（所得）により決まります。

市町村によって異なります。

申請書に必要事項を記入し、所定の書類を添付して在学されている学校に提出して
ください。
※申請書及び添付書類は、市町村によって異なります。

くわしくは、お住まいの地域の市町（組合）教育委員会（P.3）にお問い合わせください。

毎年度申請が必要です。

○国   市町村

区　分　※ Ⅰ・Ⅱ Ⅲ
 学校給食費 実費の1/2 －
 通学費 実費 実費の1/2
 交流及び共同学習交通費 実費 実費の1/2
 修学旅行費 10,590円 －
 宿泊を伴わない校外活動等参加費 00,785円 －
 宿泊を伴う校外活動等参加費 01,810円 －
 学用品等購入費 05,710円 －
 新入学児童学用品費等 10,235円 －
 体育実技用具費（スキー等） 13,010円 －

 拡大教材費
１ページあたり42円を限度
として算定した額の1/2
（一冊あたり限度5,250円）

－

特別支援教育課 5835
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○国  ○府
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　　　考
こう

特別支援学校で学ぶために必要な費用について、家庭の経済状況（所得）に応じて
全部又は一部を補助します。

京都府立特別支援学校小学部に在学されている児童

○対象となる経費及び補助限度額

※１　表中の区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、保護者の方の経済状況（所得）により決まります。
※２ 　4～ 6年生の通学費付添人経費、校外活動等参加費付添人経費については、肢
体不自由又は重度・重複障害の児童の付添人となります。

※３ 　修学旅行費付添人経費については、肢体不自由又は重度・重複障害の児童の
付添人となります。

学校によって異なります。

申請書に必要事項を記入し、所定の書類を添付して在学されている学校に提出して
ください。
▶申請書は、学校から配布されます。

くわしくは、在学されている特別支援学校又は京都府教育庁指導部特別支援教育課
（TEL075-414-5835）にお問い合わせください。

毎年度申請が必要です。　※金額については、H29年度見込みです。
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修
学
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行
費

学用品等購入費

新入学児童学用品費等

拡大教材費
１ページあたり42円を限度として
算定した額

区　分　※１

学校給食費
本人経費

付添人経費
１～３年生　　　　実費
４～６年生　※２　 実費

本人経費
付添人経費

本人経費

付添人経費

日用品等購入費
食費

寝具購入費

本人経費
付添人経費

寄宿舎居住に伴う
経費

校外活動等
参加費

修学旅行費

通学費

帰省費
39往復分
交流及び共同学習費

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
実費
実費

実費
実費
実費

005,400円
138,980円
148,850円
021,180円
33,110円  ※３

018,240円

011,420円
1冊あたり限度

010,500円

020,470円

実費の1/2
実費

実費
実費
実費

002,700円
069,490円
074,425円
010,590円
16,555円  ※３

009,120円

005,710円

Ⅰの1/2

010,235円

－
実費

実費
実費

実費の1/2
－
－
－
－
－
－

－

－

－

－

１～３年生
　　27,360円
４～６年生  ※２
　　27,360円

１～３年生
　　13,680円
４～６年生  ※２
　　13,680円
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　　　考
こう

特別支援学校で学ぶために必要な費用について、家庭の経済状況（所得）に応じて
全部又は一部を補助します。

京都府立特別支援学校小学部に在学されている児童

○対象となる経費及び補助限度額

※１　表中の区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、保護者の方の経済状況（所得）により決まります。
※２ 　4～ 6年生の通学費付添人経費、校外活動等参加費付添人経費については、肢
体不自由又は重度・重複障害の児童の付添人となります。

※３ 　修学旅行費付添人経費については、肢体不自由又は重度・重複障害の児童の
付添人となります。

学校によって異なります。

申請書に必要事項を記入し、所定の書類を添付して在学されている学校に提出して
ください。
▶申請書は、学校から配布されます。

くわしくは、在学されている特別支援学校又は京都府教育庁指導部特別支援教育課
（TEL075-414-5835）にお問い合わせください。

毎年度申請が必要です。　※金額については、H29年度見込みです。
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費
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新入学児童学用品費等

拡大教材費
１ページあたり42円を限度として
算定した額

区　分　※１
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本人経費
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帰省費
39往復分
交流及び共同学習費

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
実費
実費

実費
実費
実費

005,400円
138,980円
148,850円
021,180円
33,110円  ※３

018,240円

011,420円
1冊あたり限度

010,500円

020,470円

実費の1/2
実費

実費
実費
実費

002,700円
069,490円
074,425円
010,590円
16,555円  ※３

009,120円

005,710円

Ⅰの1/2

010,235円

－
実費

実費
実費

実費の1/2
－
－
－
－
－
－

－

－

－

－

１～３年生
　　27,360円
４～６年生  ※２
　　27,360円

１～３年生
　　13,680円
４～６年生  ※２
　　13,680円
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小学生のために
国
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容
よう

私立小学校等に在籍されている児童の授業料に対して、一定額を支給します。

対
たい

象
しょう

者
しゃ

年収 400 万円未満程度の世帯のお子さんで、私立小学校等に在学されている方

支
し

給
きゅう

額
がく

年額 100,000 円

申
しん

請
せい

時
じ

期
き

学校によって異なります。

支
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給
きゅう

時
じ

期
き

学校によって異なります。

申
しん

請
せい

手
て

続
つづき

学校から案内があります。

学校から配布の書類に必要事項を記入して、学校が指定する添付書類とともに学校

に提出してください。

所得が分かる書類が必要です。

問
と

い合
あわ

せ先
さき

くわしくは、在学されている学校又は京都府庁文化スポーツ部文教課（TEL075-

414-4516）にお問い合わせください。

備
び

考
こう

毎年度手続きが必要です。

別途、アンケートにご協力いただく必要があります。
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特別支援学校（小学部）児童のために
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　　　考
こう

特別支援学校で学ぶために必要な費用について、家庭の経済状況（所得）に応じて
全部又は一部を補助します。

京都府立特別支援学校小学部に在学されている児童

○対象となる経費及び補助限度額

※１　表中の区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは、保護者の方の経済状況（所得）により決まります。
※２ 　4～ 6年生の通学費付添人経費、校外活動等参加費付添人経費については、肢
体不自由又は重度・重複障害の児童の付添人となります。

※３ 　修学旅行費付添人経費については、肢体不自由又は重度・重複障害の児童の
付添人となります。

学校によって異なります。

申請書に必要事項を記入し、所定の書類を添付して在学されている学校に提出して
ください。
▶申請書は、学校から配布されます。

くわしくは、在学されている特別支援学校又は京都府教育庁指導部特別支援教育課
（TEL075-414-5835）にお問い合わせください。

毎年度申請が必要です。　※金額については、H29年度見込みです。
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せい

徒
と

への経
けい

済
ざい

的
てき

支
し

援
えん

【支
し

給
きゅう

】

小学生のために
国

内
ない

容
よう

私立小学校等に在籍されている児童の授業料に対して、一定額を支給します。

対
たい

象
しょう

者
しゃ

年収 400 万円未満程度の世帯のお子さんで、私立小学校等に在学されている方

支
し

給
きゅう

額
がく

年額 100,000 円

申
しん

請
せい

時
じ

期
き

学校によって異なります。

支
し

給
きゅう

時
じ

期
き

学校によって異なります。

申
しん

請
せい

手
て

続
つづき

学校から案内があります。

学校から配布の書類に必要事項を記入して、学校が指定する添付書類とともに学校

に提出してください。

所得が分かる書類が必要です。

問
と

い合
あわ

せ先
さき

くわしくは、在学されている学校又は京都府庁文化スポーツ部文教課（TEL075-

414-4516）にお問い合わせください。

備
び

考
こう

毎年度手続きが必要です。

別途、アンケートにご協力いただく必要があります。
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─ 25 ─

小学生のために

修
しゅう

学
がく

旅
りょ

行
こう

援
えん

助
じょ

金
きん

 【支
し

給
きゅう

】

内
ない

　　　容
よう

対
たい

　象
しょう

　者
しゃ

支
し

　給
きゅう

　額
がく

申
しん

請
せい

時
じ

期
き

及
およ

び

支
し

給
きゅう

時
じ

期
き

申
しん

請
せい

手
て

続
つづき

問
と

い合
あわ

せ先
さき

備
び

　　　考
こう

生活保護を受給されている世帯のお子さんが、修学旅行に行くために必要な物品を

購入するための費用を援助します。

京都府内（京都市除く。）に居住する、生活保護を受給されている世帯の小学生が修学

旅行に行くために必要な物品（カバン、肌着、靴、靴下等）の購入費用を負担される

方

子ども１人につき5,800円

随時

申請書に必要事項を記入し、お住まいの地域の福祉事務所（P.4）に提出してください。

くわしくは、お住まいの地域の福祉事務所（P.4）にお問い合わせください。

修学旅行費については、就学援助費（P.22）で申請してください。

○府 

福祉・援護課 4564

第
３
編
小し

う

学が
く

生せ
い

の
た
め
に

─ 26 ─

初級学校生のために

外
がい

国
こく

人
じん

学
がっ

校
こう

在
ざい

学
がく

者
しゃ

への修
しゅう

学
がく

援
えん

助
じょ

 【支
し

給
きゅう

】

○府 

内
ない

　　　容
よう

対
たい

　象
しょう

　者
しゃ

支
し

　給
きゅう

　額
がく

申
しん

請
せい

手
て

続
つづき

問
と

い合
あわ

せ先
さき

備
び

　　　考
こう

生活保護を受給されている日本国籍を有しない方のお子さんが、修学のために必要

な費用（学用品、通学用品等の購入費、学校給食費等）を支給します。

京都府内（京都市を除く。）に居住する生活保護を受給されている世帯の方で、学校法

人京都朝鮮学園の設置する初級学校に通うお子さんの修学のための費用を負担され

る方

生活保護法の教育扶助等の基準額に準じて支給

申請書に必要事項を記入して、在学されている学校に提出してください。

くわしくは、京都府庁健康福祉部福祉・援護課（生活保護医療担当）（TEL075-414-

4557又は4564）にお問い合わせください。

毎年度、申請が必要です。

第
３
編
小し

う

学が
く

生せ
い

の
た
め
に
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